
謹 賀 新 年 
 

謹んで年頭のご祝詞を申し上げます。 

環境問題への関心が高まる昨今、企業の持続可能性がその価値を左右

する重要な要素となっております。弊社といたしましても、環境配慮型の 

経営支援を視野に入れた事業性評価の普及に努めてまいります。 

皆様方のご支援により、弊社も創立 19年目を迎え、来る 20周年に向け

数多くの分野に事業性評価を普及すべく推進しているところであります。 

又、一昨年 6月『事業性融資推進法』の成立に伴い、本年 5月 25日に

は『企業価値担保権』が施行されることとなりました。弊社としましては、 

長年の夢を実現する時が到来したと受け止めております。 

本年も地域金融機関と共に事業性評価による企業実態の把握を通して、

企業価値担保権の普及に全力投球して参ります。 

引き続きお引き立てを賜わりたくお願い申し上げます。 
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理事長 久保田 清 


